
１－１　男女共同参画に関する計画の策定状況　（都道府県・政令指定都市）

有り 頻度

北 海 道 北海道男女平等参画基本計画 H14.4 ～ H19.3 ○ 1年に一度

青 森 県 あおもり男女共同参画プラン２１ H12.1 ～ H19.3

○ 1年に一度

男女共同参画社会基本法で規定されている「都道府県男
女共同参画基本計画」及び
「青森県男女共同参画推進条例」（平成１３年７月公布）で
規定された「基本計画」として
位置付けるために、平成１４年６月に改訂した。

岩 手 県 いわて男女共同参画プラン H12.3 ～ H23.3 ○ 1年に一度 17年度中間見直し予定
宮 城 県 宮城県男女共同参画基本計画 H15.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度

秋 田 県 秋田県男女共同参画推進計画あきた'女と男のハーモニープラン H13.4 ～ H23.3 ○
1年に一度

山 形 県 山形県男女共同参画計画 H13.4 ～ H23.3
○ 1年に一度 平成１７年度に計画の中間見直し予定

福 島 県 ふくしま男女共同参画プラン H13.4 ～ H22.3
○ 1年に一度

中間年度に期間前半の推進状況について検証し、必要に
応じて見直しを行う。

茨 城 県 茨城県男女共同参画基本計画（新ハーモニープラン） H13.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度

栃 木 県 とちぎ男女共同参画プラン H13.4 ～ H18.3 ○ 1年に一度

群 馬 県 ぐんま男女共同参画プラン H13.4 ～ H18.3 ○ 1年に一度

埼 玉 県 埼玉県男女共同参画推進プラン２０１０ H14.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度
国の動向や国際会議における議論等の動向を踏まえ、中
間年で見直し予定あり。

千 葉 県 千葉県男女共同参画計画
（基本計画：平成13年度～37年　事業計画：平成13年度～17年度） H. ～ H.

○ 1年に一度
社会情勢の変化や計画の進捗状況に応じて必要な見直し
を行うこととしている。

東 京 都 男女平等参画のための東京都行動計画「チャンス＆サポート東京プラン２００２」 H14.4 ～ H19.3 ○ 1年に一度

神 奈 川 県 かながわ男女共同参画推進プラン H15. ～ H19. ○ 1年に一度

新 潟 県 新潟・新しい波　　男女平等推進プラン H13.4 ～ H18.3 ○ 1年に一度

富 山 県 富山県民男女共同参画計画ーともに輝く共生プランー H13.11 ～ H23.3 ○ 1年に一度
計画の円滑な推進のために5年を目途に内容を見
直すこととしている。（平成１７年度）

石 川 県 いしかわ男女共同参画プラン２００１ H13.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度 必要に応じて見直し

福 井 県 福井県男女共同参画計画  ふくい男女共同参画プラン H14.4 ～ H24.3 ○ 1年に一度

山 梨 県 山梨県男女共同参画計画（ヒューマンプラン） H14.4 ～ H19.3 ○ 1年に一度 平成１８年度で計画を見直す。

長 野 県 パートナーシップながの２１（長野県男女共同参画計画） H13.4 ～ H18.3 ○ 1年に一度 平成１７年度に計画改定予定。

岐 阜 県 岐阜県男女共同参画計画　※策定作業中 H16. ～ H21.3 ○ 1年に一度

静 岡 県 静岡県男女共同参画基本計画　”ハーモニックしずおか２０１０” H15.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度 平成１７年度を目途に必要に応じ見直し予定

愛 知 県 あいち男女共同参画プラン２１～個性が輝く社会をめざして～ H13.4 ～ H23.3
○ 1年に一度

施策の実施にあたっては、年度ごとに進捗状況を検証し、
結果の公表を行う。
併せて、必要に応じ、プラン全体の見直しを行う。

三 重 県 三重県男女共同参画基本計画
（三重県男女共同参画基本計画第一次実施計画　平成１４年４月～平成１７年３月） H14.4 ～ H23.3

○ 1年に一度
三重県男女共同参画基本計画第二次実施計画に
改定予定

滋 賀 県 滋賀県男女共同参画計画「パートナーしが２０１０プラン（改訂版）」 H15.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度

京 都 府 京都府男女共同参画計画－新ＫＹＯのあけぼのプラン H13.4 ～ H23.3 ○ 5年に一度

大 阪 府 おおさか男女共同参画プラン H13.7 ～ H23.3 ○
1年に一度

国内外の動向や社会経済情勢の変化に応じて、必
要な見直しを行う。（平成18年度見直し予定）

兵 庫 県 兵庫県男女共同参画計画－ひょうご男女共同参画プラン２１－ H13.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度 平成１７年中に現行のプランの見直しを行う予定。

奈 良 県 なら男女共同参画プラン２１（なら女性プラン２１改訂版） H14.4 ～ H18.3 ○ 1年に一度 平成１６及び１７年度の２カ年で新計画策定

和 歌 山 県 和歌山県男女共同参画基本計画 H15.4 ～ H19.3 ○ 1年に一度 なし

鳥 取 県 鳥取県男女共同参画基本計画 H13. ～ H18. ○ 1年に一度

島 根 県 島根県男女共同参画計画（しまねパートナープラン２１） H13.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度 一部（基本的方向と具体策）平成１７年度改定予定

岡 山 県 　おかやまウィズプラン２１ H13.4 ～ H18.3 ○ 1年に一度

広 島 県 広島県男女共同参画基本計画 H15.4 ～ H18.3 ○ 1年に一度

山 口 県 きらめき山口ハーモニープラン（山口県男女共同参画基本計画） H14.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度

徳 島 県 徳島県女性総合計画（女と男（ひととひと）輝くとくしまプラン） H9.4 ～ H19.3

○ 1年に一度

〈参考〉
早急に取り組むべき施策を中心に取りまとめた「と
くしま男女共同参画実行プラン」を平成１５年１１月
に策定。このプランの期間は平成１５年度～平成１
７年度まで。

香 川 県 かがわ男女共同参画プラン H13.4 ～ H22.3 ○ 1年に一度 未定

愛 媛 県 愛媛県男女共同参画計画～パートナーシップえひめ２１～ H13.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度
社会経済環境の変化や進捗状況等に応じて適宜
見直しを行う

高 知 県 こうち男女共同参画プラン H13.9 ～ H23.3 ○ 1年に一度 条例制定により、平成１６年度に見直し予定

福 岡 県 福岡県男女共同参画計画 H13.4 ～ H18.3 ○ 1年に一度

佐 賀 県 佐賀県男女共同参画基本計画 H13.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度 必要に応じて見直しを行う。

長 崎 県 長崎県男女共同参画基本計画 H15.3 ～ H22.3 ○ 1年に一度
一部見直し（審議会等委員への女性登用率（３０％）の達
成年度を１８年度に変更予定。）

熊 本 県 熊本県男女共同参画計画(ﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝくまもと２１） H13.4 ～ H22.3
○ 1年に一度

策定後５年を経過する平成１７年度を目処に、基本計画及
び行動計画の全体的な見直しを行う。

大 分 県 おおいた男女共同参画プラン H13.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度 平成17年度に見直す

宮 崎 県 みやざき男女共同参画プラン H14.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度 平成１７年度に中間見直し予定

鹿 児 島 県 かごしまハーモニープラン H11.4 ～ H21.3 ○ 1年に一度 改定に向けて検討を行う。

沖 縄 県 沖縄県男女共同参画計画　～ＤＥＩＧＯプラン～ H14.4 ～ H23.3 ○ 1年に一度

計   47／47 47／47

札 幌 市 男女共同参画さっぽろプラン H15.4 ～ H25.3

○ 1年に一度

計画の基本的な考え方において計画の進捗状況や社会
情勢の変化などに応じて,施策に基づく取組について適宜
見直しを行なうとともに,計画の施行3年後には必要な見直
しを行なうことを明記している。

仙 台 市 男女共同参画せんだいプラン H10.4 ～ H20.3 ○ 1年に一度 仙台市男女共同参画推進条例（平成１５年４月１日施行）
に基づき、新計画を策定する予定。

千 葉 市 ちば男女共同参画計画ハーモニープラン２１ H13.4 ～ H22.3 ○ 1年に一度 今年度改定予定

横 浜 市 横浜市男女共同参画行動計画　（いきいき　みらい　計画） H14. ～ H18. ○ 随時

川 崎 市 川崎市新女性行動計画「かわさき男女平等推進プラン」 H7.1 ～ H22.3 ○ 1年に一度 川崎市男女平等推進行動計画「かわさき☆かがや
きプラン」

名 古 屋 市 男女共同参画プランなごや２１ H13.5 ～ H23.3 ○ 1年に一度

京 都 市 きょうと男女共同参画推進プラン　（第３次京都市女性行動計画)
～ひとが輝き，未来へのゆめを彩るまち・京都をめざして～ H14.4 ～ H23.3

○ 1年に一度

　計画の前半期が終了する２００６（平成18)年度において，
計画の進捗状況，社会経済情勢の変化，国内外の動向等
を踏まえ，必要な見直しを行う予定。

大 阪 市 （改訂）大阪市男女共同参画プラン H14.2 ～ H18.3 ○ 1年に一度

神 戸 市 神戸市男女共同参画計画 H16.4 ～ H20.3 ○ 1年に一度

広 島 市 広島市男女共同参画基本計画 H15.6 ～ H22.3 ○ 1年に一度

福 岡 市 ふくおか男女共同参画プラン（基本計画：平成7年4月～23年3月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第2次実施計画：平成13年4月～18年3月） H. ～ H. ○ 1年に一度 平成17年度　条例に基づく基本計画策定

北 九 州 市 北九州市男女共同参画基本計画 H16.4 ～ H21.3 ○ 1年に一度 　

さいたま市 さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン H16.4 ～ H21.3 ○ 1年に一度 策定から5年後に見直し予定

計 13／13 13／13

合 計 60／60 60／60

改定等の予定都道府県
政令都市 計　画　名　称 計画期間

計画の進捗状況把握


